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A市では、従来から水道料金と下水道使用料を一

括で徴収している。水道料金と下水道使用料を同時

に滞納している者に対して、督促や強制徴収等を実

施する場合、同じ手続きにより処理することは可能

か。

水道料金と下水道使用料では、督促に関する手続

きについては同じですが、強制徴収の方法、消滅時

効の期間等が異なるので、同じ手続きにより処理す

ることはできません。

１．使用料について

地方自治法（以下「法」という。）第２２５条に規定

されている「使用料」とは、行政財産の目的外使用

又は公の施設の使用の対価であり、その使用に対す

る反対給付として徴収されるという性質を有するも

のであって、単なる役務の提供に対する反対給付で

ある手数料とは異なります。

公共下水道は公の施設に該当し、下水道法第２０条

第１項にも使用料を徴収できると規定されているこ

とから、下水道使用料は上記の使用料に当たると解

されます。また、公の施設には、地方公営企業法の

適用を受ける水道事業、工業用水道事業、ガス事業、

軌道事業、鉄道事業、自動車運送事業等の公営企業

も含まれ、これらの公営企業につき徴収される料金

も使用料にあたり、水道料金も使用料に該当すると

解されます。

２．督促について

（１）使用料の督促の手続きについて

督促とは、債務者が納付期限を過ぎても、その

債務を履行しない場合に、期限を指定してその納

付を催告する行為をいいます。普通地方公共団体

の長（水道事業管理者を置く場合は管理者、以下

同様）は、分担金（法第２２４条）、使用料、加入金

（法第２２６条）、手数料（法２２７条）及び過料（法第

１５条、第２２８条等）その他の普通地方公共団体の

歳入（公法上の歳入に限る）を指定された納付期

限内に納付しない者に対して、督促しなければな

らないと規定されています（法第２３１条の３第１

項）。この督促は、滞納処分を行うにあたっての前

提条件であり、督促がなされない限り、後述する

滞納処分の手続きに入ることはできません。

なお、法第２３１条の３第１項に規定されているも

のを除く普通地方公共団体の債権については、地

方自治法施行令（以下「施行令」という。）第１７１

条の規定により、督促をしなければなりません。

（２）水道料金、下水道使用料の督促について

水道料金と下水道使用料は、既述したとおり、

ともに、法に規定される使用料に該当するため、

その納付の期限を過ぎても、なお、未納である場

合は、長は法第２３１条の３第１項の規定に基づき督

促しなければなりません。また、この場合、条例

で定めるところにより、督促手数料、延滞金を徴

収することが可能です（法第２３１条の３第２項）。

３．強制徴収について

（１）地方税の滞納処分の例による処分について

督促の際に指定した期限までに納付がない場合

は、法第２３１条の３第３項の規定により、地方税の

滞納処分の例による処分ができます。同項の規定

により滞納処分できる範囲は、分担金、加入金、
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過料及び法律で定める使用料その他の普通地方公

共団体の歳入並びにこれらの歳入に係る督促手数

料及び延滞金です。「法律で定める使用料その他の

普通地方団体の歳入」とは、何らかの法律によっ

て強制徴収できることを具体的に規定された歳入

を意味し、例えば、児童福祉法第５６条第１０項の規

定に基づく保育費用等が挙げられます。

なお、法第２３１条の３第３項の規定には、手数料

が含まれておらず、手数料は特に法律の定めがな

い限り地方税の滞納処分の例によることができな

いことに注意が必要です。

（２）滞納処分の方法について

法では、「地方税の滞納処分の例により処分する

ことができる。」と規定されていますが、地方税の

滞納処分は国税の例によることから、実際には国

税の滞納処分の例によることとなります。具体的

には、債務者等がその債務を納付しない場合にそ

の財産を差し押さえ、これを換価して未納の債務

に充当することとなります。

（３）下水道使用料の強制徴収について

下水道使用料については、法附則６第６条第３

号に規定されており、法第２３１条の３第３項の「法

律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳

入」に該当します。従って、督促の際に指定した

納期限を過ぎてもなお納付がない場合は、滞納処

分することができます。

（４）水道料金の強制徴収について

水道料金は、下水道使用料と同様に公の施設の

使用料に当たりますが、強制徴収できることがい

ずれの法律にも規定されていないため、地方税の

例による処分を行うことはできません。従って、

水道料金を強制的に徴収するためには、施行令第

１７１条の２の規定に基づき、一般の強制執行手続

である民事訴訟法上の強制執行によらなければな

りません。

４．時効及び不納欠損について

（１）時効制度一般について

時効制度は、ある事実状態が一定期間継続した

場合に、その事実状態が真実の権利関係と合致す

るか否かを問わず、その状態を尊重してこれに法

律効果を与え、権利の取得又は消滅の効果を生じ

させる制度です。その効果は権利の得喪を生じる

ことですが、時効期間が満了すると、その効力は、

時効期間の始まった最初に遡って生じますので、

消滅時効にかかった元本債権の債務者は、その間

に生じた利息支払義務をも免れることになります。

また、時効は一定の事実状態が継続するものであ

るので、その事実状態を覆すような事実が生じた

ときは時効は進行しないこととなり、既に進行し

た時効期間は全く効力を失い、事実の終わったと

きから新たに時効期間を起算することとなります。

これを「時効の中断」といいます。前述の督促は

時効の中断事由に該当します（法第２３１条の３第１

項に基づく督促だけでなく、施行令第１７１条に基づ

く督促も含まれます（行政課長通知Ｓ３８.１２.１９）。）。

（２）水道料金の時効期間について

水道料金の時効期間ついては、公の施設の使用

料であるため、従来、法第２３６条第１項が適用さ

れ、５年と考えられていました。

しかし、平成１５年１０月の最高裁の決定（平成１３

年（受）第１３２７号）により、水道料金の時効の適

用については、私法上の金銭債権に当たるとされ

ました（正確には最高裁の前審である東京高裁判

決（平成１３年（ネ）第９２８号　水道料金請求控訴事

件）に対しての上告につき、上告審として受理し

ない旨決定した事案。）。この最高裁の決定内容は、

水道料金は民法第１７３条１号に規定されている「生

産者、卸売商人及び小売商人が売却したる産物及

び商品」に含まれ、単なる私法上の契約と位置付

け、法第２３６条第１項に規定されている「他の法

律」には民法も含まれると判断したため、水道料

金債権については、民法の規定が適用され、時効

は２年間であると結論付けたものです。
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（３）水道料金の時効の援用について

時効の援用とは、時効によって利益を受ける者

が時効の利益を受ける意思表示をすることです。

時効の援用については、法第２３６条第２項に「法律

に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用

を要せず」と規定されており、ここで言う「法律」

には、前項と同様に民法も含まれると解されてお

り（行実Ｓ４７.６.１）、水道料金の時効の適用につ

いては、時効の援用が必要となります。

つまり、債務者が時効の援用を行えば、当該債

権は消滅しますが、債務者が行方不明等の理由に

より時効の援用がなされない場合は、２年経過後

も引き続き水道料金請求権が存続することになり

ます。

（４）下水道使用料の時効の期間及び援用について

下水道使用料については、その消滅時効に関し

特別な定めをしている法律はないため、その時効

期間は法第２３６条第１項の規定により５年となり、

同条第２項により時効の援用を必要とせず、その

利益を放棄することはできません。つまり、時効

の期間５年が経過した場合は、絶対的に当該債権

は消滅することになります。

（５）不納欠損処分について

不納欠損処分とは、債権の消滅、権利の放棄等

のため、既に調定し納入を告知した歳入が徴収し

えなくなったことを表示する決算上の取扱いのこ

とをいいますが、これには、①時効の成立により

債権が消滅する場合のように地方公共団体の意思

とは無関係のものと、②債権の免除（施行令第１７１

条の７）や権利の放棄の議決（法第９６条第１項第

１０号）のように地方公共団体の積極的な意思決定

に基づくものがあります。

下水道使用料の場合は、前述のとおり、時効の

完成により債権は絶対的に消滅してしまうので、

①により不納欠損処分を行うことになります（議

会の議決は不要）。しかし、水道料金については時

効の援用がない限り債権は消滅しないので、②の

地方公共団体による積極的な意思決定に基づいて

不納欠損処理することが必要になります。

５．まとめ

以上のように、水道料金と下水道使用料について

は、督促に関する規定には特段の差異はなく、いず

れも法第２３１の３第１項の規定に基づいて行うこと

になります。また、同条第２項に規定されている手

数料、延滞金についても徴収が可能であり（条例に

定める必要があります。）、時効の中断の効力につい

ても同様の効力を有します。

しかし、これ以外については、大きく異なります。

まず、水道料金はいわゆる自力執行権が認められて

おらず、強制徴収の手続きの一切を裁判所に委ねな

ければなりませんが、下水道使用料については地方

税の例により強制徴収が可能であり、独自に財産の

調査や差押、換価処分ができます。さらに、それぞ

れの時効に関する規定も異なり、水道料金について

は民法の規定が適用され、その期間は２年であり、

援用を要し、期間満了により絶対的に債権が消滅す

るものではなく、不納欠損処理については、施行令

第１７１条の７もしくは法第９６条第１項１０号の規定によ

り処理しなければなりません。一方、下水道使用料

については、法第２３６条第１項の規定により、その期

間は５年であり、期間満了をもって絶対的に債権は

消滅するので、時効完成を理由に不納欠損処理する

こととなります。従って、水道料金と下水道使用料

を同じ部署で担当している場合においては、その滞

納処分や時効の取扱い等に充分注意する必要があり

ます。しかし、いずれの債権の場合も、常日頃から

債権徴収にあってはできうる限りの努力が必要であ

り、その負担の公平性の確保に努めなければならな

いことは言うまでもありません。

（大阪府総務部市町村課行政グループ）
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